
【平成２３年度】法人別行動計画に基づく取組の達成状況 【別紙１】

(1) 統廃合

　 統合等により強固な事業実施体制を確立することで本来の設立目的を果たせるもの

  　見直しの方向性　～　統廃合の可否等、法人のあり方等を検討する

２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・理事会・評議員会に
て事業内容を精査する
とともに、基本財産の
処分について方向性を
確認する。
・事業を移管する際の
課題を整理するととも
に、他県の事業推進体
制等について把握す
る。

・基本財産の処分について臨時
理事会を開催し、出資法人、任
意団体及び県への寄付というこ
とで方向性を確認した。
・実施事業の円滑な移管に向
け、事業のあり方を再検討する
こととした。
・他県の学校保健会の事業内容
等について情報収集を行った。

達成

・寄附行為の変更、基
本財産の処分、事業移
管の手続を進める。
・各市町村教育委員会
等に対して、移管後の
事業の実施体制・事業
内容等について周知す
る。
・各地区学校保健会事
務担当者会議を行い、
今後の方針について説
明する。

あり

(2) 県関与の縮小・廃止

 ア　県施設の管理など県出資法人以外でも実施可能な事業を主たる事業としているもの

  　見直しの方向性　～　県保有株式の処分を目指し、当面は経営改善に取り組む　
　　

２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・若年者の獲得と徹底
的な経費削減により経
営の改善及び体質強化
を図り、当期利益6,800
千円を実現する。

・学校等への営業活動を強化
し、スポーツセンター部門では
利益計上できる見込みである。
・スキー場部門は、県内７ス
キー場での協賛による19歳無料
キャンペーンの実施や中高生を
対象とした学割パック(リフト
１日券＋レンタルセット)の導
入により若年層のスキー客拡大
を図る取り組みを行っている。
・さらに、人件費や節電等によ
る経費の削減にも取り組んでい
る。

調査中

・引き続き経営の体質
強化を図り、当期利益
21,100千円を実現す
る。

なし

課
題

・販売チャンネルの拡
大等と経費削減により
経営改善を行い、経常
利益6,700千円の実現を
目指す。

・東日本大震災等の影響によ
り、年度当初は大幅赤字が見込
まれたが、訴求力のある商品の
適宜投入及び事業見直し等を進
めた結果、当初想定を超える宿
泊利用の創出及び経費削減がで
きたため、赤字は回避できる見
込みである。

未達成

・引き続き、経営改善
を行い、経常利益7,600
千円の実現を目指す。

なし

課
題

・魅力あるイベントの
充実や村内でのパ
フォーマー等による賑
わいの創出により集客
力アップを図り、年間
入場者数７３万人を目
指す。

・上期は東日本大震災の影響で
達成困難の予測だったが、自主
イベント実施や大規模イベント
誘致に尽力した結果、計画達成
の見込みである。 達成

・引き続き、集客力
アップに資する施設や
イベントの充実により
経営基盤の強化を図
り、純利益14,600千円
を目指す。

なし

法人名

1
(財)秋田
県学校保
健会

・収入減少に対応するための事業規模や運営形態の見直し

教・保
健体育
課

年
度
計
画

法人名

2
田沢湖高
原リフト
(株)

・累積債務の着実な解消

観光課年
度
計
画

3
十和田ホ
テル
（株）

・単年度赤字及び累積債務の解消

観光課年
度
計
画

4
(株)秋田
ふるさと
村

・指定管理者として、さらなる集客力の向上と経営の安定

観光課年
度
計
画
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２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・１１月まで暫定係留
区域からの入艇数を把
握・分析する。
・その状況を踏まえ、
県は直ちに中期経営安
定化策の検討をマリー
ナ秋田に指示する。

・暫定係留区域からの入艇数に
ついて、新規入艇はなかった。
・県はマリーナ秋田に対し、中
期経営安定化策の検討を指示し
た。 達成

・県は、中期経営安定
化策の実施及び見直し
を指示する。

なし

  　見直しの方向性　～　将来的には、県出資引き揚げを含めた法人のあり方等に関する検討を行う　

２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・県は、法人と協議
し、出捐関係の解消が
可能か、年度末までに
検討結果をとりまとめ
る。
・新公益法人制度への
対応の方向性を決定す
る。

・県は、法人と協議し、一般財
団法人移行後に出捐金相当額の
寄付を受けることで出捐関係解
消を目指すこととした。
・一般財団法人へ移行すること
とし、移行手続に入っている。 達成

・県と法人は、前年度
の検討の結果、解消に
向かう場合は、他の出
捐者（市町村等）と協
議し了解を得るととも
に、解消に向けた年次
計画を作成する。
・新公益法人制度によ
る移行手続を進める。

なし

 イ　設立支援を目的とした出資であり、株式処分要件を満たしているもの又は将来的に満たすもの

  　見直しの方向性　～　県保有株式の処分について検討する　
　　　

２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・県は、法人に対し、
平成２５年度以降の株
式配当の可否について
検討を依頼し、平成２
３年度末まで回答を得
る。
・株式の一部譲渡につ
いて、センター従業員
持ち株会等と調整す
る。

・株式配当が可能な経営状況で
あれば平成２５年度以降配当を
実施する旨、法人から回答を得
ている。
・株式の一部譲渡における課題
等について検討中である。 達成

・法人が株式配当の
ルールづくりに着手
し、平成２４年度末ま
でにルールを策定す
る。
・株式の一部譲渡につ
いて、センター従業員
持ち株会等と調整す
る。

なし

  　見直しの方向性　～　県保有株式の処分を目指し、当面は経営改善に取り組む

２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・平成２５年度末まで
の累積赤字解消を目指
し、経営改善により純
利益25,000千円を実現
する。

・東日本大震災の影響により、
と畜頭数が減少した。また、福
島第一原発事故の風評被害の影
響で、牛肉の価格が低迷すると
ともに、販売頭数が減少したた
め、純利益25,000千円の実現は
難しい。

未達成

・平成２５年度末まで
の累積赤字解消を目指
し、引き続き、経営改
善により純利益20,000
千円を実現する。

検討中

法人名

5
(株)マ
リーナ秋
田

・小型船の新規入艇数増加による収入増

港湾空
港課

年
度
計
画

法人名

6
(財)秋田
県総合公
社

・指定管理者として自主性を高めるための出捐のあり方の見直し

総務課年
度
計
画

法人名

7

(株)秋田
県分析化
学セン
ター

・県関与縮小のための県保有株式の段階的処分

環境管
理課

年
度
計
画

法人名

8
(株)秋田
県食肉流
通公社

・累積赤字の着実な解消

畜産振
興課

年
度
計
画
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(3) 県関与の継続

 ア　本来県が実施すべき事業を主たる事業としており、採算性はないが県直営の実施よりも効率的

　　 運営を図ることができるもの

  　見直しの方向性　～　事業を安定的に実施するため、経営の効率化を図る

　　　　　　　　　　　　新公益法人制度に対応し、組織体制を整備する
　　　

２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・民間から採用した事
務局長による運営の開
始（公募による適任者
がいた場合）、職員体
制等管理業務の見直
し、併せて収支改善に
向けた検討の開始を行
う。
・新事務所に移転す
る。
・公益財団法人移行に
向けた準備を開始す
る。

・年度当初より民間から採用し
た新事務局長による運営を開始
し、次年度以降の人員計画及び
収支計画（５カ年）を策定中で
ある。
・５月に事務所を移転し、事務
所賃借料を大きく削減すること
ができた。
・平成２４年度中の申請に向け
て、移行手続を進めている。

達成

・平成２３年度の検討
結果を踏まえ、国際活
動助成金の縮小など収
支改善の取組を進め
る。
・外国人相談センター
の運営のため、組織体
制の見直しを図る。
・公益財団法人への移
行認定を申請する。

あり

課
題

・寄付金収入の確保の
ため、公益財団法人と
してのＰＲ強化の対象
や方法を検討し、実施
する。
・計画的人員管理を実
施するため、平成２３
年度で定年退職する正
職員２名の補充を正職
員１名とし、採用試験
を実施する。

・寄付金収入の確保に向けて、
県の新しい公共支援事業の支援
を受けて、法人のＰＲを実施す
る。
・人員計画に基づき、補充正職
員１名の採用試験を平成２４年
３月に実施予定である。

達成

・公益財団法人として
のＰＲの強化につい
て、前年度の効果を検
証し、その結果を踏ま
えて実施する。

なし

課
題

・賛助会員の拡大、募
金活動の強化を図る。
・他県の類似法人につ
いて調査し、事務局体
制、財務状況、助成状
況等を把握・分析し、
今後の助成のあり方や
公益財団法人への移行
について、県とともに
検討する。

・会報誌で入会の呼びかけ等を
行った結果、会費収入額が
5.6％（前年度比）増加した。
・県は、全国の臓器移植医療関
連法人を所管する都道府県へア
ンケート調査を実施し、他都道
府県法人と比較した結果、経常
損失が多いことがわかった。今
後、この調査内容を活用し、事
業や人件費等の見直しについ
て、協会と協議を行っていく。

達成

・引き続き賛助会員の
拡大、募金活動の強化
を図る。
・平成２３年度の検討
結果を踏まえ、法人の
あり方について検討す
る。併せて、公益財団
法人への移行作業を進
める。

なし

法人名

9
(財)秋田
県国際交
流協会

・基金取崩しに依存しない体制の整備

国際課年
度
計
画

10

(公財)秋
田県長寿
社会振興
財団

・自主財源の確保と事業費の見直しによる収支の改善

長寿社
会課

年
度
計
画

11
(財)あき
た移植医
療協会

・常態的な赤字により一般正味財産が減少している状況の改善

健康推
進課

年
度
計
画
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２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・県は、随時、法人に
対して、経営改善計画
の実施状況を確認す
る。
・新公益法人制度への
対応方針を決定し、申
請の準備を進める。

・県は、随時、経営改善計画の
実施状況について法人に確認し
た。
・経営改善の観点から、(社)秋
田県建設技術センターとの合併
について法人間で協議を進め、
平成２４年２月１日付けで合併
し、財務基盤が改善された。な
お、合併により経営改善計画を
廃止した。
・新公益法人制度への対応につ
いては、合併後の新体制の下で
改めて検討中である。

達成

・県は、合併後の経営
計画等について、その
円滑な運営が図られる
よう、適切な助言・指
導を継続して行う。
・新公益法人制度によ
る移行手続を進める。

あり

課
題

・県は、生活衛生関係
営業者等に対する相談
事業等のうち、国の生
活衛生関係営業対策事
業費補助金の交付対象
とされる事業に対し、
1/2の県補助を行う。
・公益財団法人への移
行申請手続を進める。

・県は、計画どおり1/2の県補
助を行った。
・公益財団法人への移行認定申
請を提出した。なお、平成２４
年２月に秋田県公益認定等委員
会の答申により、認定の基準に
適合するものと認められた。
・同年３月には、理事会を開催
し、新たな公益財団法人として
の事業計画を承認する予定であ
る。

達成

・公益財団法人として
の運営を開始するとと
もに次の事業を実施す
る。
１．相談指導事業
２．情報化整備事業
（全国生活衛生営業指
導センターオンライン
活用）
３．健康・福祉対策推
進事業
４．後継者育成推進事
業

あり

課
題

法人名

12

(財)秋田
県建設技
術・工業
材料試験
センター

（旧(財)
秋田県工
業材料試
験セン
ター）

・単年度赤字解消のための経営改善

地域産
業振興
課

年
度
計
画

13

(財)秋田
県生活衛
生営業指
導セン
ター

・法定事業実施のための、国・県の補助事業の状況変化に対する対応

生活衛
生課

年
度
計
画

14

(財)あき
た企業活
性化セン
ター

・より効率的・効果的な事業の実施

地域産
業振興
課

年
度
計
画

・県と法人の役割分担
を見直し、新体制での
事業運営を開始する。
・企業支援の現場活動
を中心に総合相談を実
施するとともに、販路
拡大・マッチングなど
の機能を強化する。
・ワンストップサービ
スにより受けた技術相
談を産総研につなぎ、
企業の課題解決に導く
役割を担う。
・公益財団法人への移
行申請を行う。

・４月から、産業振興関連業務
について県と法人の役割分担を
見直し、県派遣職員数を減じた
新体制で事業運営を開始した。
・ワンストップ移動相談所を県
内７カ所で開催した。また、東
日本大震災を受け、通常の商談
会に加え、震災復旧支援商談会
を２回開催するなど、マッチン
グ強化を図った。食品分野で商
談会を行う等して、大手食品
メーカーとの具体的商談に繋
がった事例もあった。
・技術相談について、素材加工
の案件を産業技術センターに、
食品加工の案件を総合食品研究
センターに繋ぎ、企業の課題解
決を支援した。
・平成２４年４月１日からの移
行を目指し、１２月に公益財団
法人への移行認定申請を行っ
た。なお、平成２４年２月に秋
田県公益認定等委員会の答申に
より、認定の基準に適合するも
のと認められた。

達成

・平成２３年度に構築
した新体制での事業の
実施状況について、県
と意見交換を行いなが
ら効率的・効果的に事
業を実施する。
・県は、公益財団法人
として適切な財団運営
が行えるよう指導助言
を行う。

なし
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  　見直しの方向性　～　株式会社及び一般社団・財団法人は経営基盤の強化を図り、一層の自律的

　　　　　　　　　　　　運営を促進する　　

　　　　　　　　　　　　公益社団・財団法人は安定的な事業実施体制を整える
　　　

２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・展示生物の充実や各
種企画展の開催により
施設の魅力アップを図
り、男鹿半島への観光
客の誘致と地場産品等
の販売強化に取り組み
売上を確保する。
・施設の経年劣化によ
る維持管理費の漸増が
見込まれるため、経費
の見直しを進め、黒字
経営を継続する。

・ホッキョクグマクルミの一般
公開を始めとした展示生物の充
実、各種企画展やＧＡＯ産直市
の開催等により、１２月末で前
年同月比約７％増の売上を確保
した。
・水道光熱費及び人件費等の経
費の圧縮に努めるとともに、収
支の状況を見ながら優先順位を
つけた予算執行を徹底した結
果、平成２３年度も黒字を達成
できる見込みである。

達成

・引き続き、施設の魅
力アップを図り、男鹿
半島への誘客と地場産
品等の販売により売上
を確保する。
・施設の経年劣化に加
え、次年度からは施設
増築に伴い維持管理費
が増大するため、経費
の一層の見直しを進
め、黒字経営を継続す
る。

なし

課
題

・中期経営計画に基づ
き、効率的な管理運営
に努め、経営基盤の強
化を図る。
・県や関係機関との連
携により航空利用を促
進する。
・各種イベントの開催
やにぎわい広場の活用
により、空港の賑わい
づくりを推進する。

・東日本大震災等の影響もあ
り、一部次年度に繰延した項目
もあるが、中期経営計画の目標
である営業利益２億円を達成で
きる見込みである。
・県等との連携により、空港の
利用促進に努めた結果、羽田便
の増便やＡＮＡ伊丹便の新規就
航等、路線拡充が図られた。
・30周年記念イベントの開催、
直営店舗の割引、各種行事への
協力等により賑わいづくりを推
進した。

達成

・中期経営計画に基づ
き、効率的な運営と経
営基盤の強化を図ると
ともに、より質の高い
サービスの提供に努め
る。
・県や関係機関との連
携により、空港の利用
促進を図る。
・各種イベントの開催
等により空港の賑わい
づくりを進める。

なし

課
題

・平成２２年２月の
県、地元２市、会社の
合意に基づき収支改善
や利用促進に取り組
む。
　観光客誘客による鉄
道収入増
　Ｈ２０：１５７百万
円
→Ｈ２３：１６６百万
円
　旅行代理店と連携し
た販売拡大や新規グッ
ズ販売等による関連事
業増収
　Ｈ２０：２２百万円
→Ｈ２３：３４百万円
　国庫補助事業活用に
よる修繕費削減
　Ｈ２０：７９百万円
→Ｈ２３：７６百万円

・ＪＲと連携した企画切符、旅
行商品の販売を実施するととも
に、沿線での営業を強化した
が、東日本大震災による観光利
用の落ち込みが著しいことか
ら、目標達成は困難である。
　観光客誘客による鉄道収入増
　Ｈ２０：１５７百万円
→Ｈ２３：１１１百万円
　旅行代理店と連携した販売拡
大や新規グッズ販売等による関
連事業増収
　Ｈ２０：２２百万円
→Ｈ２３：２２百万円
　国庫補助事業活用による修繕
費削減
　Ｈ２０：７９百万円
→Ｈ２３：未定

未達成

・平成２３年度より、
沿線での地域懇談会の
開催や、地域ごとに営
業担当を配置するな
ど、営業体制を強化し
ており、引き続き実施
することで地域需要の
掘り起こしに取り組
む。
・秋田ＤＣを見据え
て、引き続きＪＲと連
携した直通列車の運行
や企画切符、ＰＲ等を
展開することで、県外
からの誘客を促進す
る。
・経費については、手
当等人件費の見直し
や、運行本数の削減、
急行車両の単車化な
ど、コスト縮減に取り
組んでいく。

あり

 イ　実施する事業が県の施策と関連性があり、当面は公共的サービスの安定的担い手となるべきもの

法人名

15
(株)男鹿
水族館

・指定管理者として、さらなる集客力の向上と経営の安定

観光課年
度
計
画

16

秋田空港
ターミナ
ルビル
(株)

・空港利用者のニーズに応える魅力ある施設運営

建設交
通政策
課

年
度
計
画

17
秋田内陸
縦貫鉄道
(株)

・経常損失抑制目標の達成

建設交
通政策
課

年
度
計
画
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２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・平成２２年度に策定
した由利高原鉄道活性
化計画に基づき、鉄道
運行の効率化と列車通
勤者の拡大、イベント
列車や地域観光資源と
連携したツアー企画に
よる国内外の団体利用
促進に取り組み、会社
の経営及び収支改善を
図る。

・通勤利用者拡大のため、官公
庁や企業を訪問し、列車利用の
働きかけを継続的に行った。
・東日本大震災の影響もあり、
国内外の観光客利用が低調で、
団体利用が少なかった。
・新規に車両を購入し、車両維
持にかかる経費の削減に努め
た。
・その結果、平成２３年度の経
常損失額は平成２２年度よりも
改善できる見通しである。

達成

・子吉駅の改築により
沿線の魅力アップを図
り、新規観光利用客の
増加を図る。また、矢
島駅及び前郷駅の駐車
場整備により、パーク
アンドライドを導入
し、車から鉄道通勤へ
の転換利用促進に取り
組み、通勤利用者の拡
大を図る。
・マスコミへの露出
アップにより定期外利
用者の増加を図る。ま
た、旅行会社への営業
を積極的に行い、団体
利用者の増加を図る。

なし

課
題

・道の駅としての積極
的な営業展開（定期市
の開催や直営事業の拡
充）等により営業収益
を確保する。
・経費削減、効率的な
ビル管理による経営効
率化等を推進する。
・県、利用促進協議会
等との連携強化、交通
事業者や関係機関との
連携による二次アクセ
スの充実により航空利
用を促進する。
・道の駅に登録された
空港施設を活用したイ
ベント開催等により、
空港の賑わいづくりを
推進する。

・計９回の大空市開催、９月の
スカイフェスタ開催等、積極的
な営業展開を実施した。
・伊丹便の運休によりテナント
収入の大幅減が予想されたが、
減少幅を抑えることにより、税
引後純利益は前年並を確保でき
る見込みである。
・県、市町村、利用促進協議会
と連携して利用拡大に向けた取
組を実施し、羽田便の平成２３
年４月～１月の利用者数は前年
度比14.8％増となっている。

達成

・道の駅としての営業
効果、経営効率化等の
検証・見直しを実施
し、営業収益の確保や
経営効率化による経営
基盤の強化を図る。
・他空港との相互交流
の促進、地域情報の積
極的な発信により、道
の駅としての機能強化
を図る。
・引き続き、県、利用
促進協議会等との連携
強化や二次アクセスの
充実による航空利用の
促進並びに空港の賑わ
いづくりを推進する。

なし

課
題

・平成２３年４月よ
り、県有社会福祉施設
の一部の譲与・貸与を
受け、より自立した形
態での運営を開始す
る。
（譲与）水林通勤寮
（貸与）心身障害者
　　　　コロニー
　　　　  外５施設
・貸与施設の安定した
運営に努めるととも
に、将来的な譲渡に向
け財政基盤の強化を図
る。

・４月より計画記載の各施設に
ついて、それぞれ譲与・貸与を
受け、県から自立した形態によ
る運営を開始した。
・財政基盤の強化を図るため、
経営改善計画（５カ年）に基づ
いた取組を開始し、平成２３年
度は計画通りの黒字を確保する
見込みである。
・県においても、法人の財政基
盤強化を支援するため、「秋田
県社会福祉事業団財政基盤強化
支援事業」を開始した。

達成

・経営改善計画に基づ
き、引き続き、貸与施
設の安定した運営に努
めるとともに、将来的
な譲渡に向け財政基盤
の強化を図る。

なし

法人名

18
由利高原
鉄道(株)

・経営改善計画の着実な達成

建設交
通政策
課

年
度
計
画

19

大館能代
空港ター
ミナルビ
ル(株)

・空港利用者のニーズに応える魅力ある施設運営

建設交
通政策
課

年
度
計
画

20

(社福)秋
田県社会
福祉事業
団

・貸与・譲渡施設の安定した運営及び経営基盤の強化

福祉政
策課

年
度
計
画
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２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・新たに公益社団法人
として運営を開始す
る。
・収支の均衡を図るた
め、収入面において
は、会員の拡大や広告
収入の増に努めること
とし、支出面において
対前年度比10％（100万
円）の削減を実施す
る。会員の拡大につい
ては100件（20万円）を
目標とする。
・基金についても効率
的・効果的な活用を図
る。

・４月１日付けで公益社団法人
への移行登記を完了し、運営を
開始した。
・会員拡大については、64件の
新規加入を確保するも、高齢等
を理由に66件の退会があったこ
とから、昨年度とほぼ同数に留
まっている（平成２４年１月末
現在）。広告収入も予算額には
至っていない。
・支出面では、事業費は10％削
減を達成している。
・基金については、安全性を担
保するため約７割を10年国債で
運用し、その他を大口定期預金
で運用している。

未達成

・前年度の財務状況を
検証しながら更なる経
営改善に取り組んでい
く。
・学校関係者等に加入
を呼びかけるなど、引
き続き新規会員の獲得
に取り組むことによ
り、会員数の維持・拡
大に努める。
・現在基金を運用して
いる10年国債が平成２
６年度に満期を迎える
ことから、その後の基
金の有効活用に向け検
討を行っていく。

あり

課
題

・公社経営を圧迫して
いる事務所賃借料の負
担を軽減するため、平
成２３年度に事務所を
移転する。
・公社と関係各課間の
意見交換会を実施し、
事業実施状況を見直
し、経営改善を図る。
・新公益法人制度につ
いて、５月を目途に方
針を決定する。

・７月末をもって事務所移転し
たことにより、当年度賃借料を
400万円縮減できる見込みであ
る。
・公社と関係各課間の連絡協議
会を開催し、事業実施状況及び
経営状況を協議した結果、単年
度赤字及び累積赤字解消の見込
みである。
・公益社団法人へ移行する方針
を５月末に機関決定した。

達成

・公社と関係各課間の
連絡協議会を開催し、
事業実施状況及び経営
状況を明確にし、必要
に応じ経営改善を図
る。
・新公益法人制度につ
いて、７月を目途に移
行申請を行う。

なし

課
題

・水産庁が推進してい
る東北ブロックにおけ
る広域合併に向けた事
業（合併推進準備会）
に参加し、合併に向け
た問題点の集約と合併
方式の検討等を行う。
・県は、出資の目的等
から、県内漁業者に対
する資金融通が円滑に
図られるよう、適正か
つ円滑な業務運営の確
保に向けて監視する。

・合併推進準備会参加協会の合
意のもとに、合併についてのグ
ランドデザインの策定に着手し
た。
・東日本大震災により、合併推
進準備会を構成する一部基金協
会の業務に大きな影響が出てい
ることから、合併予定時期が平
成２６年度に延長になった。
・適正かつ円滑な業務の運営を
監視するため、県は、保証承諾
の審査にあたる運営会議に構成
員として参加するとともに、監
査（年２回）の立会いも行って
いる。

達成

・平成２６年度の合併
に向けて、合併推進準
備会に位置づけられて
いる業務検討会におい
て、保証業務セクショ
ン、管理業務セクショ
ン、運用業務セクショ
ン等の各業務フローを
検討する。
・県は、出資の目的等
から、県内漁業者に対
する資金融通が円滑に
図られるよう、適正か
つ円滑な業務運営の確
保に向けて監視する。

あり

課
題

・業務運営の透明化及
び適正化のため、イン
ターネットによる情報
公開等を実施する。
・新公益法人制度への
対応方針を決定し、申
請の準備を進める。

・法人のホームページを開設
し、事業内容、財務諸表等を公
表し、業務の透明化、適正化を
図った。
・公益社団法人へ移行する方向
で決定し、次年度申請に向けて
準備中である。

達成

・引き続き効率的な事
業実施に努め、良好な
経営基盤を維持する。
・平成２４年中に新公
益法人制度に係る移行
申請を行う。

なし

法人名

21

(公社)青
少年育成
秋田県民
会議

・会員の拡大及び管理費等経費の縮減

県民文
化政策
課

年
度
計
画

22
(社)秋田
県農業公
社

・単年度赤字及び累積赤字の解消

農林政
策課

年
度
計
画

23
秋田県漁
業信用基
金協会

・債務保証額の減少に対応した運営体制の改善

農林政
策課団
体指導
室

年
度
計
画

24

(社)秋田
県青果物
価格安定
基金協会

・安定した収支構造の維持及び新公益法人制度への対応

流通販
売課

年
度
計
画
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２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・県は、経営安定の鍵
を握っているアワビ種
苗生産の安定化に向け
た技術的助言を継続す
る。
・県は、県行政財産目
的外使用許可施設であ
るアワビ種苗生産施設
を協会に移管すること
により、自立を促進さ
せる。
・県は、公益財団法人
への移行申請準備を支
援する。

・生産サイクルが回復し、アワ
ビ種苗生産の安定化が実現しつ
つあり、計画は達成できる見込
みである。
・法人は、アワビ種苗生産施設
の譲受けを決定した。ただし、
非常用発電機整備工事及び譲与
手続は、東日本大震災の復興需
要の高まりに伴う発電機械納入
遅延により次年度に行う。
・法人は、公益財団法人へ移行
する目的及び理由を整理・検討
中であり、県は、その取組を支
援している。

達成

・県は、経営安定の鍵
を握っているアワビ種
苗生産の安定化を検証
する。
・県は、赤字部門と
なっているヒラメ・マ
ダイ放流効果実証事業
の今後のあり方を、協
会と検討する。
・県は、平成２４年度
中の公益財団法人移行
申請を支援する。

なし

課
題

・平成２３年度中に新
公益法人への申請を行
うため、当年度中に業
務方法書の改正や、評
議員選定委員会の設置
規程の制定等を理事会
及び評議員会に諮り、
新公益法人申請への手
続を進める。

・理事会及び評議員会を開催
し、定款、諸規程及び業務方法
書の制定・改正後、移行認定申
請書案を決議し、１０月３１日
付けで公益財団法人への移行認
定申請を行った。
・平成２４年１月２５日付けで
秋田県公益認定等委員会より、
認定の基準に適合すると答申さ
れている。 達成

・公益財団法人として
の運営を開始するとと
もに、県と協議しなが
ら、次の事業を実施
し、林業の安定的発展
に寄与する。
１．林業従事者の確保･
育成のための研修・助
成事業
２．林業従事者の就労
条件の改善及び労働安
全衛生に関する事業
３．林業事業体の雇用
管理に関する相談・指
導事業

あり

課
題

・産学官連携のコー
ディネーター機能の強
化策や、木材総合加工
産地の確立に向けた県
の施策や木材産業界の
ニーズを反映させた新
たな取組について関係
機関と検討する。
・新公益法人制度への
対応方針を決定し、申
請の準備を進める。

・連絡調整会議について、新た
に能代市を構成員に迎え、これ
までより開催頻度を増やし、毎
月開催することとした。
・この会議において「木材産業
界から木高研への要望」に対す
る取組について検討を行うとと
もに、着手可能なものから取組
を開始している。
・１２月に理事会で公益財団法
人へ移行申請する方針を決定
し、申請準備を進めている。

達成

・前年度の検討結果に
基づく新たな取組を開
始する。
・公益財団法人への移
行申請を行う。

検討中

法人名

25
(財)秋田
県栽培漁
業協会

・安定した収益基盤の確保及び新公益法人制度への対応

水産漁
港課

年
度
計
画

26

(財)秋田
県林業労
働対策基
金

・今後の事業展開の検討及び新公益法人制度への対応

林業木
材産業
課

年
度
計
画

27

(財)秋田
県木材加
工推進機
構

・今後の事業展開の検討及び新公益法人制度への対応

林業木
材産業
課

年
度
計
画
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２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・平成１９年度に策定
した「第８次長期経営
計画（Ｈ２０～９
５）」とそれに基づく
「経営改善アクション
プログラム」に基づ
き、経営改善を推進す
る。

・収支改善を図るための大きな
柱である「分収割合の変更」
は、契約者の理解を得て年度内
に達成できる見込みである。
・収穫事業について、定性間伐
に比べ低コストで効率的な施業
である列状間伐は、前年度に比
べ面積が大幅に増加し目標を達
成している。

達成

・平成１９年度に策定
した「第８次長期経営
計画（Ｈ２０～９
５）」とそれに基づく
「経営改善アクション
プログラム」に基づ
き、経営改善を推進す
る。
・「第８次長期経営計
画（Ｈ２０～９５）」
を見直し、新たな経営
改善計画として「第９
次長期経営計画(Ｈ２５
～９５)」を策定すると
ともに、県議会に報告
し、県民に公表する。
・公益財団法人への移
行申請を行う。

なし

課
題

・中小企業金融支援政
策の修正（緊急保証制
度の終了・中小企業金
融円滑化法の延長等）
に伴う影響に適切に対
処しつつ、保証利用企
業者数の拡大・求償権
回収の最大化に努め、
安定的な経営状態の構
築を図る。

・東日本大震災により極度に不
安定化した金融情勢の下、県の
金融支援と連携を図り、県内中
小企業への資金供給の円滑化に
寄与した。
・保証利用企業者数の増加、効
率的な求償権回収等により、安
定的な経営状態の構築が図られ
た。

達成

・保証利用企業者数の
拡大と求償権回収の強
化に取り組むととも
に、企業に対する各種
経営支援の推進により
代位弁済の発生を抑制
し、安定的な経営維持
に努める。

なし

課
題

・新法人移行に当たっ
ては、金属鉱業研修技
術センター機能強化計
画との整合性を図りな
がら、当該計画期間以
降の法人の役割につい
ても長期的（１０年程
度）な検討を行い、新
公益法人制度への対応
の方向性を取りまと
め、一般財団法人への
移行申請を行う。

・金属鉱業研修技術センター機
能強化計画との整合性を図りな
がら新法人の主要事業の見直し
を行い、理事会において、一般
財団法人への移行申請に係る各
種議案が承認され、年度内に申
請できる見込みである。 達成

・一般財団法人として
運営を開始し、新法人
移行後の新役員体制下
で、長期的な法人の役
割等について検証等を
行い（平成２５年１月
～１２月）、「新たな
方向性」を取りまとめ
る。

なし

課
題

・県等と協議を行い、
収支均衡に向けた長期
的な経営改善計画を作
成する。
・県は、現在の直営業
務と委託業務の業務分
担を見直し、委託業務
の拡大を図る。

・毎月、県と法人が協議を行
い、収支均衡に向けた長期的な
経営改善計画の素案まで作成済
み。年度内には決定する見込み
である。
・県直営業務と公社委託業務の
分担を見直すため、各地域振興
局における委託状況を調査し
た。その結果を踏まえ、年度内
に業務分担を見直し、委託業務
を拡大する予定である。

達成

・経営改善計画を進
め、人件費等の経費縮
減に努めるとともに、
受託事業量の確保に努
める。
・県は、用地取得業務
のアウトソーシングに
向けて、委託先の受託
体制を整備する。

なし

法人名

28
(財)秋田
県林業公
社

・長期経営計画における取組の着実な実施

森林整
備課

年
度
計
画

29
秋田県信
用保証協
会

・利用企業者数の拡大及び求償権回収額の最大化

産業政
策課

年
度
計
画

30

(財)秋田
県資源技
術開発機
構

・今後の事業展開の検討及び新公益法人制度への対応

資源エ
ネル
ギー産
業課

年
度
計
画

31
秋田県土
地開発公
社

・連続赤字解消のための方策の検討

建設管
理課

年
度
計
画
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２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・新公益法人制度に対
応するための取組・移
行準備を進める。
・新規事業に向けた検
討・準備を進める。

・東北４県センター会議におい
て情報収集を行うとともに、県
と協議しながら各種手続及び平
成２４年度の移行認可申請を機
関決定した。
・新規事業について内部検討を
実施した。

達成

・一般財団法人への移
行申請を行い、平成２
５年度から一般財団法
人として運営を開始す
る。
・新規事業に向けた検
討・準備を進める。
（民間確認検査機関の
指定）

あり

課
題

・賛助会費による収入
源の安定を図るため、
会費の増額について検
討する。
・賛助会員の募集活動
等の効果的な運用を図
るため、職員の増員に
ついて検討する。
・他の機関が実施する
講習等を利用した広報
活動について検討す
る。
・賛助会員の維持及び
新規会員の獲得に努め
る。

・会費の増額及び職員の増員に
ついて検討した結果、東日本大
震災の影響等による景気の低迷
等から、当分の間は実施を見送
ることとした。
・他機関の講習等の利用につい
ては、２団体において実施し、
さらにもう１団体に対して折衝
中である。
・会員の維持及び新規獲得につ
いては、会員数及び会費収入額
において、昨年と同程度の規模
が見込まれる。

達成

・暴排講習会、不当要
求防止責任者講習等を
通じ事業活動への賛同
を働き掛け、賛助会員
の維持及び新規会員の
獲得に努める。

あり

 ウ　(２)イの要件を満たすが、出資経緯や県施策上の問題等により、直ちに出資の引き揚げを図る

　　 ことが困難なもの

  　見直しの方向性　～　当面は、安定的経営又は経営改善の取組を維持する
　　　

２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・アトリオンビルの活
性化の一環として、音
楽による安らぎの空間
づくりなどの取組を行
う。

・指定管理者が実施する音楽自
主事業を支援した。支援対象公
演では、音楽ホール定員に対し
75％以上の入場となっており
（平成２４年１月末現在）、質
の高い音楽鑑賞機会の提供と館
内・周辺活性化へ寄与した。
・音楽事業とともに、時節の装
飾や展示等に工夫を凝らし、安
らぎの空間づくりに努めた。

達成

・区分所有者の意見を
調整しながら、アトリ
オンビル館内の活性化
に取り組むとともに、
中央街区の賑わい創出
に向けた取組を行う。

なし

課
題

・地区内の温泉事業者
が温泉利用者へ持続的
なサービスを提供でき
るよう、安定した経営
を維持し、滞りない給
排水・給排湯事業を継
続する。
・施設設備については
修繕箇所の調査と把握
に努め、年次計画によ
り今後の経営見通しを
立てる。

・資金管理の徹底を図るととも
に、修繕積立を確実に実施して
いる。
・今年度の計画修繕は完了し、
次年度以降の修繕計画を作成す
るため、設備の点検を実施し
た。
・こうした取組により平成２３
年度も、利益確保を達成できる
見込みである。

達成

・引き続き、安定した
経営を維持するととも
に、当該設備のメンテ
ナンスを確実に実施
し、設備の長寿命化に
努めるとともに、将来
において修繕が必要と
なった場合に備えた積
立を継続する。

なし

法人名

32

(財)秋田
県建築住
宅セン
ター

・収支構造の見直し及び新公益法人制度への対応

建築住
宅課

年
度
計
画

33

(公財)暴
力団壊滅
秋田県民
会議

・収支構造の改善

警・組
織犯罪
対策課

年
度
計
画

法人名

34
秋田アト
リオンビ
ル(株)

・館内の活性化に向けた取組

県民文
化政策
課

年
度
計
画

35
(株)玉川
サービス

・将来にわたる給排水・給排湯事業の適切な運営

観光課年
度
計
画
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２３年度計画 ２３年度取組結果
達成
見込み

２４年度計画
計画の
変更

所管課

課
題

・老朽化施設の整備や
機関車の全般検査など
が予定されているが、
人件費の削減や軌道整
備等事業の直営化によ
り、経費の削減を進め
るとともに、引き続き
荷役作業を受託するな
どの収入の増加を図
る。

・人件費の削減や軌道整備用事
業の直営化により、経費の削減
を進めるとともに、荷役作業受
託、中古コンテナ販売等により
収入の増加を図り、収支の均衡
を目指した結果、単年度では若
干の黒字を達成できる見込みで
ある。 達成

・引き続き、人件費の
削減や軌道整備等事業
の直営化により、経費
の削減を進めるととも
に、荷役作業を受託す
るなどの収入の増加を
図る。また、外港地区
において整備中の国際
コンテナターミナルを
利用した貨物輸送
（シーアンドレール構
想）をも視野に入れ、
体制等の整備に努め
る。

なし

　

法人名

36
秋田臨海
鉄道(株)

・経費縮減と収入確保策の検討

建設交
通政策
課

年
度
計
画
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